
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

建築台帳記載証明書が 

オンライン申請できるようになりました 

01 
申請 

 ユーザー登録 

 物件検索 

まずは、上記 URL の「千葉県建築台帳記載証明申請システム（窓口

システム）」でユーザー登録をしてください。こちらで確認後、承認

のメールが届けば、ユーザー登録完了です！ 

ユーザー登録が完了すれば、わざわざ千葉県にお問い合わせしなく

ても、ご自身でいつでも物件を検索することができます！ 

 オンライン申請 台帳記載証明が必要な場合は、オンライン申請しましょう！ 

03 
受取 

 郵送交付 

 窓口交付 

または 

郵送であれば、窓口に一度も来なくても、証明書を受け取れます！

もちろん、受取方法は、窓口か郵送かを選ぶことができます！ 

窓口で受け取る場合は、事前に受取日時をご連絡ください。なお、

窓口交付の場合は、混雑状況にもよりますが、お待たせすることも

ありますので、あらかじめご了承ください。 

02 
納付 

 電子決済 
証明書の手数料は４００円／件です。加えて、郵送交付の場合は

50g まで（A4 サイズ８枚程度まで）１１０円です。 

電子決済はクレジットカード、PayPay、d 払い、auPAY が可能！ 

※電子決済には、別途「ちば電子申請サービス」のご利用が必要です。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/daichokisaionline.html 

まずはここからユーザー登録 

千葉県 台帳記載 オンライン 検 索 

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課 

連絡先 043-223-3188 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香取土木事務所 

0478-52-5554 

海匝土木事務所 

0479-72-1172 

山武土木事務所 

0475-54-1133 

長生土木事務所 

0475-24-4286 

君津土木事務所 

0438-25-5137 

成田土木事務所 

0476-26-4854 
印旛土木事務所 

043-483-1141 

千葉県庁建築指導課 

043-223-3188 

問い合わせ不要 

ご 自 身 で 物 件

検索可能！ 

県証紙不要 

様々な電子決済

が可能！ 

来庁不要 

郵送で受取可能！ 

オンライン申請で３つの不要＝より便利に！ 

【本庁（県建築指導課）】 延べ面積 2000 ㎡超え または 5 階建て以上 

【各土木事務所】 規模が小さい建築物（上記以外） 

 ：県ではなく各市へお問い合わせ 

 ：県（本庁・土木）へお問い合わせ 

 ：県（本庁・土木）または市へお問い合わせ 

【市】 規模が小さい建物（法第６条第１項第３号、木造２階建て３００㎡以下の住宅等） 

【県（本庁または土木）】 規模が大きい建物（上記以外） 

安房土木事務所 

0470-22-4340  

建築台帳の保管されている機関が申請・お問い合わせ先です。 
※窓口システムによるオンライン申請は、千葉県が所管する建築物のみを対象としています。 

検索は無料！ クレジットカード等！ 
本庁 or 出先 

どちらも郵送で！ 

申請・お問い合わせ先 

緑色の市町村 

オレンジ色の市 

水色の市 

野田市及び鎌ケ谷市の
区域は、県が所管する
建物等のお問い合わせ
先は、千葉県庁建築指
導課になります。 


